
令和２年度 居住支援セミナーの開催について（予定） 

 

１ 目的 

  住宅セーフティネット制度の概要や先進的な事例を学べるセミナーを、庁

内職員向けや不動産関係団体向けに実施し、住宅確保要配慮者の理解度向上

のために、啓発活動を実施していく。 

 

２ 回数 

  居住支援セミナーを令和２年度４回程度開催 

   ・庁内関係所管課向け ２回程度 

   ・不動産関係団体、賃貸住宅オーナー向け ２回程度 

 

別紙３ 


